
14広報とよおか　2008.4.25

　

年
金
相
談
窓
口
を
次
の
と
お
り

時
間
延
長
し
ま
す
。

　

お
越
し
の
際
に
は
、
年
金
手
帳

な
ど
基
礎
年
金
番
号
の
分
か
る
も

の
を
持
参
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
代
理
者
の
と
き
は
、
委

任
状
と
代
理
者
の
身
分
証
明
書
を

準
備
く
だ
さ
い
。

●
５
月
３
日（
土
・
祝
）・　

日（
土
）・

１０

　
　

日（
日
）は

１１

　

午
前
９
時　

分
〜
午
後
４
時

３０

●
４
月
〜
６
月
中
の
月
曜
日
〜
金

曜
日
は

　

午
前
８
時　

分
〜
午
後
７
時

３０

●
電
話
で
の
問
合
せ

・
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
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Ｓ
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●
年
金
個
人
情
報
サ
ー
ビ
ス

　

社
会
保
険
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア

　

ド
レ
ス　http://w

w
w
.sia.go.jp/

年
金
相
談
窓
口
を
時
間
延
長

豊
岡
社
会
保
険
事
務
所

か
ら
の
お
知
ら
せ

《
問
合
せ
》

▽
豊
岡
社
会
保
険
事
務
所
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３
１
９
６

２２

▽
市
民
課
市
民
係

　

�　

－

９
０
１
５
ま
た
は
各

２１
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

年
金
保
険
料
は
、
社
会
保
険
庁

か
ら
送
付
さ
れ
た
「
納
付
書
」
で
、

金
融
機
関
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
等
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。
納

付
期
限
か
ら
２
年
間
を
経
過
す
る

と
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
保
険
料
の
納
め
忘
れ
で
、

将
来
受
給
す
る
基
礎
年
金
額
が
少

な
く
な
っ
た
り
、
受
け
取
れ
な
く

な
っ
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う

に
、
口
座
振
替
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

口
座
振
替
の
申
込
み
は
、
社
会

保
険
庁
か
ら
送
付
さ
れ
る
「
国
民

年
金
保
険
料
案
内
書
」
に
同
封
の

「
国
民
年
金
保
険
料
口
座
振
替
納

付
申
出
書
」
に
よ
り
、
金
融
機
関

等
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。　

　

ま
た
、「
国
民
年
金
保
険
料
口

座
振
替
納
付
申
出
書
」
は
、
金
融

機
関
や
市
役
所
市
民
課

市
民
係
、
各
総
合
支
所

市
民
生
活
課
に
も
備
え

付
け
て
い
ま
す
。

■
学
生
納
付
特
例
制
度

　

前
年
所
得
が
基
準
額
以
下
の
学

生
が
、
学
生
納
付
特
例
申
請
を
し

て
承
認
さ
れ
る
と
、
保
険
料
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

▽
対
象
者　

学
生
納
付
特
例
制
度

の
対
象
校
の
指
定
を
受
け
て
い

る
学
校
に
在
籍
す
る　

歳
以
上

２０

の
学
生
で
、
本
人
の
前
年
所
得

が
１
１
８
万
円
以
下
の
方

▽
承
認
期
間　

４
月
（
今
年　

歳
２０

に
な
る
方
は
誕
生
日
の
前
日
の

属
す
る
月
）
か
ら
翌
年
３
月
ま

で
の
学
生
で
あ
る
期
間

▽
申
請
に
必
要
な
も
の

・
年
金
手
帳

・
印
鑑

・
在
学
証
明
書
ま
た
は
学
生
証

　
（
両
面
）の
写
し（
ど
ち
ら
も
平

成　

年
度
在
学
が
分
か
る
も
の
）

２０

■
若
年
者
納
付
猶
予

　
　

歳
未
満
の
方
で
保
険
料
の
納

３０
付
が
困
難
な
方
は
、
若
年
者
納
付

猶
予
の
申
請
を
し
、
承
認
さ
れ
る

と
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る

制
度
で
す
。

▽
対
象
者　
　

歳
未
満
の
方
で
本

３０

人
お
よ
び
配
偶
者
の
所
得
が
基

準
額
以
下
の
方

▽
承
認
期
間　

４
月
か
ら
６
月
ま

で
の
期
間
（
若
年
者
納
付
猶
予

は
７
月
〜
翌
年
６
月
ま
で
が
承

認
期
間
と
な
る
た
め
、
現
在
若

年
者
納
付
猶
予
が
承
認
さ
れ
る

の
は
４
月
か
ら
６
月
ま
で
と
な

り
ま
す
。
７
月
以
降
も
引
き
続

き
若
年
者
納
付
猶
予
の
申
請
を

す
る
方
は
７
月
に
再
度
手
続
き

が
必
要
に
な
り
ま
す
）

▽
申
請
に
必
要
な
も
の

・
年
金
手
帳

・
印
鑑

・
平
成　

年
度
の
所
得
証
明
書

１９

　
（
平
成　

年
１
月
１
日
に
豊
岡

１８

市
に
住
民
票
が
な
い
方
の
み
）

※
学
生
納
付
特
例
・
若
年
者
納
付

猶
予
承
認
期
間
中
は
老
齢
基
礎

年
金
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族

基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間
と

し
て
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
老
齢

基
礎
年
金
の
年
金
額
に
は
反
映

さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、「
追
納
」を

お
願
い
し
ま
す
。
追
納
期
間
は

納
付
期
限
後　

年
以
内
で
す
。

１０

経
過
し
た
期
間
に
応
じ
て
加
算

額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
の
で
、

早
め
に
追
納
し
て
く
だ
さ
い
。

■
第
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料

・
定
額
保
険
料（
月
額
）

　

１
４
、４
１
０
円

・
付
加
保
険
料（
月
額
）４
０
０
円

■
前
納
・
口
座
振
替
の
保
険
料

■
一
部
免
除
期
間
の
１
カ
月
の
保

険
料

年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か

口
座
振
替
の
申
込
手
続
き

学
生
や　

歳
未
満
の
方
の

３０
保
険
料
納
付
猶
予
制
度

平
成　

年
度
の
年
金
保
険
料
が

２０

変
わ
り
ま
し
た

１年分６カ月分１カ月分納付方法

１７２，９２０円８６，４６０円１４，４１０円
現金・クレジット
支払（月払い）

１６９，８５０円
【３，０７０円】

８５，７６０円
【７００円】

－
現金・クレジット
支払（前納）
【割引額】

受付終了
８５，４８０円
【９８０円】

１４，３６０円
【５０円】

口座振替
【割引額】

１カ月の
保険料

免除区分

　３，６００円４分の３免除

　７，２１０円半額免除

１０，８１０円４分の１免除
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県
と
市
で
は
、
平
成　

年
の
台

１６

風　

号
の
被
害
等
を
踏
ま
え
、
市

２３
内
各
所
で
森
林
の
防
災
機
能
を
高

め
る
「
災
害
に
強
い
森
づ
く
り
」

を
進
め
て
い
ま
す
。
こ
の
事
業
は
、

県
民
の
皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ

く
県
民
緑
税
を
活
用
し
て
い
ま
す
。

●
緊
急
防
災
林
整
備

　

急
傾
斜
地
な
ど
の　

年
生
以
下

４５

の
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
人
工
林
に
お
い

て
、
現
場
の
間
伐
木
を
利
用
し
て

表
面
の
土
砂
の
流
出
を
防
ぐ
土
留

工
の
設
置
な
ど
を
実
施

●
針
葉
樹
林
と
広
葉
樹
林
の
混
交

林
整
備

　

お
お
む
ね　

年
生
以
上
の
ス

４６

ギ
・
ヒ
ノ
キ
人
工
林
を
部
分
的
に

伐
採
し
、
広
葉
樹
な
ど
を
植
栽
す

る
こ
と
で
樹
種
や
林
齢
が
異
な
り
、

水
や
土
の
保
全
力
が
高
い
森
林
を

整
備

●
里
山
防
災
林
整
備

　

集
落
の
裏
山
を
対
象
に
し
た
森

林
整
備
に
併
せ
、
表
面
の
土
砂
の

流
出
を
防
ぐ
防
止
柵
や
巡
視
に
も

活
用
で
き
る
歩
道
を
整
備

●
野
生
動
物
育
成
林
整
備

　

民
家
な
ど
に
隣
接
し
た
森
林
の

裾
野
を
帯
状
に
抜
き
伐
り
し
、
人

と
野
生
動
物
と
の
す
み
分
け
ゾ
ー

ン
を
設
け
る
と
と
も
に
、
奥
地
に

広
葉
樹
林
を
整
備

▽
県
民
緑
税
額

・
個
人
…
年
額
８
０
０
円
（
現
行

の
個
人
県
民
税
均
等
割
の
標
準

税
率
・
年
額
１
、０
０
０
円
に
上

乗
せ
）

・
法
人
…
資
本
金
な
ど
の
額
に
応

じ
、年
額
２
、０
０
０
円
〜
８
０
、

０
０
０
円

※
市
県
民
税
と
併
せ
て
納
め
て
い

た
だ
き
ま
す
。

《
問
合
せ
》
農
林
水
産
課
林
務
・

水
産
係
�　

－

１
１
２
７
ま
た

２３

は
兵
庫
県
農
林
水
産
部
豊
か
な

森
づ
く
り
課
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▲里山防災林整備事業（長谷区）

●
ど
の
よ
う
に
し
て
納
付
す
る
の
？

　

コ
ン
ビ
ニ
の
レ
ジ
に
、
左
記
の

納
入
通
知
書
（
裏
面
に
コ
ン
ビ
ニ

の
店
舗
表
示
が
あ
る
も
の
）
を
提

示
し
現
金
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※　

万
円
以
上
の
場
合
、
コ
ン
ビ

３０ニ
で
は
納
付
で
き
ま
せ
ん
。

●
手
数
料
は
か
か
る
の
？

　

手
数
料
は
市
が
負
担
し
ま
す
の

で
、
使
用
者
の
皆
さ
ん
の
負
担
は

上
下
水
道
料
金
が
「
コ
ン
ビ
ニ
」
や 

　
「
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局
」
で
も 

　
　
　
納
付
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た 

　

使
用
者
の
皆
さ
ん
か
ら
要
望
の
多
か
っ
た
「
上
下
水
道
料
金
の
コ

ン
ビ
ニ（
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
）で
の
収
納
取
扱
サ
ー
ビ
ス
」
を
、

３
月
分
の
納
入
通
知
書（
４
月　

日
発
行
）か
ら
開
始
し
ま
し
た
。

１７

　

こ
れ
ま
で
の
金
融
機
関
な
ど
に
加
え
て
、
全
国
の
提
携
コ
ン
ビ
ニ

で
、
休
日
や
夜
間
の
支
払
い
も
可
能
と
な
り
、
大
変
便
利
に
な
り
ま

し
た
。
ま
た
、
近
畿
２
府
４
県
内
の
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局
で
も

納
付
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

《
問
合
せ
》
企
業
総
務
課
料
金
係
�　

－
５
３
７
７
・
５
３
７
８

２２

あ
り
ま
せ
ん
。

●
こ
れ
ま
で
の
納
入
通
知
書
で
は

納
付
で
き
な
い
の
？

　

金
融
機
関
や
市
役
所
窓
口
で
は

納
付
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
コ
ン
ビ
ニ
、
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
・
郵
便
局
で
は
、
納
付
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
納
付
を
希
望
の
方

は
、
企
業
総
務
課
料
金
係
ま
で
連

絡
く
だ
さ
い
。
取
扱
い
可
能
な
納

入
通
知
書
を
送
り
ま
す
。

●
取
扱
店
舗
や
地
域
は
？

・
コ
ン
ビ
ニ
…
左
記
の
全
国
店
舗

・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局
…
近

畿
２
府
４
県
内
の
み

▲納入通知書（表面・裏面）

▲納入通知書（中面）

見 本見　本

見 本見　本


